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①
住
民
税
課
税
所
得
（
所
得
か
ら
地

方
税
法
上
の
各
種
控
除
額
を
差
し
引

い
た
も
の
）
が
１
４
５
万
円
以
上
の

被
保
険
者
、
お
よ
び
同
一
世
帯
の
被

保
険
者
（
現
役
並
み
所
得
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

…
３
割
負
担

②  
①
以
外
の
被
保
険
者
（
一
般
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

…
１
割
負
担

※
た
だ
し
収
入
が
次
の
基
準
に
該
当

す
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
自
己
負

担
割
合
が
変
わ
り
ま
す
。

○
被
保
険
者
の
収
入
合
計
が
５
２
０

万
円
未
満
（
単
身
の
場
合
は
３
８
３

万
円
未
満
）
の
場
合
…
１
割
負
担

○
同
一
世
帯
に
他
に
長
寿
医
療
制
度

の
加
入
者
が
お
ら
ず
、
70
歳
か
ら
74

歳
の
世
帯
員
を
含
め
た
収
入
の
合
計

が
５
２
０
万
円
未
満
は
３
割
負
担
で

す
が
、
医
療
費
が
入
院
な
ど
で
高
額

と
な
っ
た
場
合
、
自
己
負
担
限
度
額

が
一
般
（
１
割
負
担
の
人
）
と
同
じ
限

度
額
と
な
り
ま
す
。

　　
長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で
、
平
成

20
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」の

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
入
院
時
に
こ
の
認
定
証
を
医
療
機
関
に

提
示
す
る
こ
と
で
、食
事
代
等
が
減
額
さ
れ

る
ほ
か
、医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
も
一
定

額
ま
で
と
な
り
ま
す
（
左
頁
表
参
照
）。

　
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
認
定
証
が
必
要
な
人
は
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
認
定
証
は
申
請
を

し
た
月
の
初
日
か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
。

　　
現
在
交
付
し
て
い
る「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
ま
で
で
す
。
８
月
以
降
も
認
定

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

　
　
　
　
　
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ

　　　　
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合（
１
割
、ま
た

は
３
割
）は
、前
年
中
の
住
民
税
課
税
所
得

に
基
づ
き
毎
年
判
定
さ
れ
ま
す
。（
定
期
判

定
）

　　
判
定
は
、７
月
ま
で
は
、同
一
世
帯
の
長

寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
70
歳
以
上
の

人
を
対
象
に
行
い
ま
す
が
、
法
改
正
に
よ

り
、
８
月
以
降
は
同
一
世
帯
に
属
す
る
長

寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
み
で
判
定
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
定
期
判
定
の
結
果
、
医
療
費
の
自
己
負

担
割
合
に
変
更
が
あ
る
被
保
険
者
に
は
、

新
し
い
被
保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に
配
達

記
録
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　
８
月
以
降
は
必
ず
新
し
い
被
保
険
者
証

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

（
古
い
被
保
険
者
証
は
、
市
役
所
高
齢
者
医

療
係
、
大
和
支
所
ま
た
は
各
出
張
所
ま
で

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。）

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
の

　
　
判
定
方
法
が
変
わ
り
ま
す

判
定
方
法

【窓口での限度額一覧表】

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

    

減
額
認
定
証
の
申
請
（
更
新
）

●
現
在
、
認
定
証
の
交
付
を

　
　
　
　
　
　
　
　
受
け
て
い
な
い
人
へ

●
現
在
、
認
定
証
の
交
付
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
け
て
い
る
人
へ

所得区分 

現役並み所得者 

（3割負担） 

一般（1割負担） 

医療費の自己負担限度額（月額） 

外来 
（個人単位） 

外来＋入院 
　　（世帯単位） 

44,400円 

12,000円 

80,100円＋（医療費ー267,000円）×1％ 

※過去12か月間に自己負担額を超えた 
支給が4回以上あったときは、4回目 
以降は44,400円となります 

44,400円 ●
問
合
せ
　
　

　
　
市
民
課
高
齢
者
医
療
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

０
８
３
３(

７
２)

１
４
０
０

　
　
山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

０
８
３(

９
２
１)

７
１
１
０



5

送
付
す
る
も
の

①
保
険
料
額
決
定
通
知
書

②
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
兼
納
入
通
知
書

お
よ
び
納
付
書
（
納
付
書
は
年
金
天
引
き

に
な
ら
な
い
人
の
み
）

※
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
は
、
平
成
20
年

４
月
か
ら
９
月
分
の
保
険
料
は
か
か
り
ま

せ
ん
。年
金
天
引
き
に
な
る
人
は
、10
・
12
・

２
月
の
３
回
で
天
引
き
し
ま
す
。ま
た
、年

金
天
引
き
に
な
ら
な
い
人
は
10
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
納
付
書
で
納
め
ま
す
。

送
付
す
る
も
の

①
保
険
料
額
決
定
通
知
書

②
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
兼
納
入
通
知
書

※
①
で
お
知
ら
せ
す
る
平
成
20
年
度
年
間
保

険
料
か
ら
、
仮
徴
収
額
（
４
・
６
・
８
月
の

年
金
天
引
き
分
）を
除
い
た
金
額
を
10
・
12
・

２
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

※
10
月
か
ら
年
金
天
引
き
が
中
止
に
な
る

人
に
は
納
付
書
を
同
封
し
ま
す
。

送
付
す
る
も
の

①
保
険
料
額
決
定
通
知
書

②
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
兼
納
入
通
知
書

お
よ
び
納
付
書

※
10
月
か
ら
年
金
天
引
き
に
な
る
人
は
、

７
月
か
ら
９
月
は
納
付
書
で
納
め
10
・
12
・

２
月
は
年
金
天
引
き
し
ま
す
。

※
年
金
天
引
き
に
な
ら
な
い
人
（
※
２
）

は
、７
月
か
ら
翌
年
の
３
月
ま
で
、納
付
書

で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　　
長
寿
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
に
、
保
険
料
に
関
す
る
通
知
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
20
年
５
月
以
降
に
長
寿
医
療
制
度
に
加
入
し
た
人
に
は
、
加
入
月
か
ら
約
３

か
月
後
に
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
に
つ
い
て

●
長
寿
医
療
制
度
加
入
直
前
に
被
用
者
保

険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

が
可
能
な
人
に
は
、
７
月
中
旬
に
広
域
連

合
か
ら
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
更

新
を
希
望
す
る
人
は
、
８
月
１
日
以
降
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
引
き
続
き
認
定
証

が
必
要
な
場
合
は
、
必
ず
８
月
中
に
再
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
「
区
分
Ⅱ
」
の
認
定
を
お
持

ち
の
人
で
、
そ
の
認
定
期
間
内
の
過
去
12

か
月
の
入
院
日
数
の
合
計
が
91
日
以
上
の

場
合
は
、
食
事
代
が
更
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

申
請
の
際
は
、
病
院
の
領
収
書
や
入
院
証

明
書
な
ど
、
入
院
日
数
の
分
か
る
書
類
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

●
申
請
場
所
　
市
民
課
高
齢
者
医
療
係

●
持
参
す
る
も
の
　

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
　

○
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
（
更
新
の
人
の
み
）

●
保
険
料
を
４
月
か
ら
年
金
天
引
き
し
て

い
る
人

●
保
険
料
を
４
月
か
ら
年
金
天
引
き
し
て

い
な
い
人
（
被
用
者
保
険
（
※
１
）
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
人
を
除
く
）

※
１
　
被
用
者
保
険
と
は
、
政
府
管
掌
健
康

保
険
や
企
業
の
健
康
保
険
、
船
員
保
険
、
共
済

組
合
等
の
こ
と
で
、「
国
民
健
康
保
険
」や
「
国

民
健
康
保
険
組
合
」
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

※
２
　
年
金
天
引
き
に
な
ら
な
い
人
は
、「
年

金
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人
」「
介
護
保
険

料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
合
算
額
が
、

介
護
保
険
料
を
天
引
き
し
て
い
る
年
金
の
受

給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
人
」「
平
成
20
年

４
月
１
日
以
降
に
年
齢
到
達
に
よ
り
長
寿
医

療
制
度
に
加
入
さ
れ
た
人
」
等
で
す
。

●
送
付
時
期
　
７
月
中
旬

●
問
合
せ
　
　
市
民
課
高
齢
者
医
療
係

■入院時の窓口負担限度額・食事および居住費　

入院時に認定証を医療機関の窓口に提示
することで、負担が表のとおりになります

自己負担限度額 
　　（月額） 

食事代 
　（1食） 

療養病床入院の場合 
食事代（1食） 居住費（1日） 

認定証なし 44,400円 260円 460円（※3） 320円 

認定証 
　あり 

区分 
（※1） 

区分 
（※2） 

入院日数90日以下 

入院日数91日以上 

老齢福祉年金受給者以外 

老齢福祉年金受給者 

24,600円 

15,000円 

210円 210円 

210円 160円 

100円 

100円 100円 

130円 

320円 

320円 

320円 

0円 

※1   区分　：世帯全員が住民税非課税である世帯に属する人 
※2   区分　：世帯全員が住民税非課税であり、必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人 
※3  入院時入院時生活療養（　）を算定する医療機関に入院する場合は420円となります。  


